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冷却枕による凍傷

冷却枕により凍傷をきたした事例が報告されています。

2020年1月1日～2025年8月31日に5件の事例が報告されています。この情報は、第70回
報告書「事例紹介」で取り上げた内容をもとに作成しました。

事例のイメージ

・ 冷却枕の取扱説明書にはタオルを巻いて使用すると記載されていたが、看護師はタオルを巻かず
　に患者に当てた。
・ 看護師は、患者に冷却枕を当てた後、夜間は患者が寝ていたため観察しなかった。
・ 院内の冷罨法の手順では、「患者が不快感を訴えた場合、皮膚を観察する。」となっており、患者
　から不快感の訴えがなかったため観察しなかった。

報告された事例の背景

https://www.med-safe.jp/pdf/report_70.pdf#page=49
https://www.med-safe.jp/pdf/report_70.pdf#page=49
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患者は術後、床上安静の指示が出ていた。患者が夜間に発熱したため、冷却枕を当てることにし
た。冷却枕の取扱説明書にはタオルを巻いて使用すると記載されていたが、看護師はタオルを巻か
ずに、患者の後頭部に当てた。翌朝の清拭時に看護師が観察すると、後頚部に3×7cmの発赤が
あり、患者は灼熱感を訴えた。皮膚科医師が診察し、凍傷と診断した。

朝、看護師は膝の手術をした患者の下腿に直接冷却枕を当てた。冷罨法の手順では「患者が不快感
を訴えた場合、皮膚を観察する。」となっており、患者から不快感の訴えがなかったため、冷却部位を
観察しなかった。午後の検温時、下腿の冷却枕を外すと、8.5×6.5cmの発赤が生じていた。その
後、医師が診察し、凍傷と診断した。

●使用する冷却枕の取扱説明書に従い、直接皮膚に当たらないように
する。

●冷罨法による凍傷のリスクを周知する。
●冷罨法の実施中は、患者の状態に合わせて定期的に冷却部位を観察
する。

●冷罨法実施中に痛みなどの自覚症状があれば看護師に伝えることを
患者に説明する。

上記は一例です。自施設に合った取り組みを検討してください。

事例が発生した医療機関の取り組み

冷却枕による凍傷

事例1

事例２

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、本事業の一環として総合評価部会
委員の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。本事業の趣旨等の詳細については、本事業ホームページ
をご覧ください。 https://www.med-safe.jp/
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